
9 その他に関する事例
①利用者等の対応に苦慮
番号 申立人 苦情内容 対応者 対応結果

１ 家族

　介護老人福祉施設から胃ろうを理由に
入所を断られてしまった。
　利用当事者は、１日３回滴下で胃ろう
の処置が必要である。入所するにあた
り、２回に調整する必要があると言わ
れ、１日２回で調整を行った。しかし、
後日管理者から、審査の結果入所不可と
なったと連絡を受けた。
　施設は、滴下から注入に変えたことに
より体調が悪くなる事例もみたことがあ
るようで、注入に変えることで利用当事
者の体調が悪化しても、責任はとれない
と言われた。

保険者

　保険者から施設に電話し、施設からは今
回の場合、胃ろうの回数を３回から２回に
調整したことによって、１回の量が増えて
しまい、結果時間がかかるため施設での受
け入れが難しくなってしまった。
　相談者が言うような発言をした覚えはな
い。表現には気を付けて発言したつもりで
あるとのことであった。

２ 家族

　介護支援専門員に対する苦情で来所され
た。介護支援専門員の仕事について、前任
の介護支援専門員は何かあるとすぐに動い
てくれて、月に複数回の訪問があった。介
護に関するいろいろな手続きの手伝いや病
院への付き添い、訪問診療の調整も対応し
てくれた。
　介護支援専門員を変更して数カ月だが、
今度の介護支援専門員は電話や相談をして
も、「月１回の訪問の時に話します。」とう
いうことで、すぐに来てくれない。

保険者

　介護支援専門員は月１回訪問しなければ
ならないが、それ以上は緊急時などに必要
に応じて訪問すると伝えた。そんなことは
初めて知った、家族が緊急だと思ったら緊
急なんだから来てくれないと困る、前の介
護支援専門員は来てくれたなどと主張され
た。利用者の状況によるので、介護支援専
門員との相談のなかでどのように対応する
か決めることになると答えた。
　介護支援専門員から話を伺うと、要望が
高い方のようだとの感じはあるものの、ま
だ日が浅いので相談者とのやりとりで強く
言われたりしたことはないようであった。
今度訪問するときに詳しくお話を伺うとい
うことであった。

３ その他

　相談者の家族が入居している特定施設が
人手不足である。
　人員基準を満たしていないにもかかわら
ず、介護報酬を受け取ることは認められる
のか。
　これは社会問題であり、許されないと思
う。
　本件について、どのような考えなのか教
えてほしい。

国保連

　国保連は行政機関ではないため、人員基
準を満たしていないにもかかわらず、介護
報酬を受け取ることについて、意見を述べ
ることはできない旨を説明した。
　人員基準については、保険者に相談する
よう伝えた。
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番号 申立人 苦情内容 対応者 対応結果

４ 家族

　介護施設に入所している。施設の種別は
分からない。
　相談者の親族が主介護者をしている。
　介護支援専門員が、家族の承諾もなく、
入所当事者の要介護度区分変更をしてい
た。これは違法ではないか。
　施設に苦情を伝えると、施設からメール
が来て、施設側は要介護度区分変更につい
て説明をしたとして、署名するように求め
られた。しかし、隠蔽には加担できないと
断った。
　保険者は、要介護度区分変更の申請書に
家族の承諾欄があるにもかかわらず、施設
が、家族に説明したが署名を拒否したと言
い、受理していた。保険者の対応もおかし
いのではないか。

国保連

　違法であるかの判断はできないが、利用
者の要介護度区分変更をする際は、家族に
対し、利用者の状態及び申請について説明
をする必要があること、また、申請書の家
族の承諾欄が空欄であっても、受理するか
は保険者の判断であるため、意見を述べる
ことはできないことを伝えた。
　相談者は、知り合いの弁護士がいるた
め、本件について違法か聞いてみるとのこ
と。

５ 家族

　要介護認定・要支援認定の申請のことで、 
地域包括支援センターの職員に訪問しても
らったが、その職員の発言・対応に不満、
不安、不信感があり当該の地域包括支援セ
ンターを変更してほしいとのことだった。
　同居家族は長年介護をしてきた思いを汲
み取ってもらえず、二度と顔を見たくな
い、自宅に来ないでほしいと言っている。

保険者

　担当の地域包括支援センターを変更する
ことはできないことについて説明し、納得
された。
　要介護認定がおりそうだとのことで、認
定後は居宅介護支援事業所を選び、介護支
援専門員と契約していただくことになると
説明すると、「地域包括支援センターが担
当するのでないのならよかった」と話された。

６ 家族

　病院でCTを撮り、そのデータをCDで
受け取った。その後、結果を報告するため
に施設に預けたが、確認後に返却するよう
に依頼した。
　その後入院し、そのまま退所という扱い
になり、入所当事者の私物が返却された。
しかしCDが無かったため、返却するよう
に連絡した。しかし「退所されたので関係
書類は処分した。恐らくCDも処分したと
思われる。担当した職員に確認して連絡す
る」と相談員に言われた。
　翌日別の職員から連絡があり「病院に再
発行を依頼したので診察券を貸してほしい」
と連絡があった。CDを処分したとも紛失
したとも言わなかったが、状況を察した。
　保険者に来る前に、今までやり取りした
ことがない施設の職員が診察券を受取りに
来たが何度も謝罪しながら受け取ってい
た。入所当事者から「書類の保存期間等が
あるのではないか」と問いただしたところ
「その通りです。すみません。」と言ってい
た。そのことから、施設の対応がおかしい
ことを再確認した。
　相談員と話した際、保険者に苦情を言っ
たことを伝えた。また、相談員から「苦情
があったことを上司に報告する。」との回
答があった。
　施設と話していると悔しい気持ちや苦し
い気持ちがあり、入所当事者のことを思い
辛くなってしまうので管理者などと話はし
ていない。

保険者

　傾聴し、保険者として指導等の対応を検
討することを伝えた。
　管理者に連絡し、家族からの話を伝え、
状況を確認した。
　本件は担当者から報告を受けており、あ
る程度は把握しているとのこと。カルテ等
の書類は保存されており、CDだけが見つ
からない状況である。CDには少なくとも
医療情報が記録されているものであり、重
大な個人情報を紛失している状況。事実確
認をし、家族への説明、保険者への報告を
行うよう指示した。
　管理者より家族への対応について状況連
絡あり。家族宅へ訪問し、誤解のあった部
分等個々に説明し、施設側の対応や配慮が
不十分であったことを謝罪し、職員への指
導対応を徹底している旨を伝え、円満では
なかったが、話し合いは終了したとのこと。
　管理者が経過報告について書面を持参し
提出された。
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②近隣住民からの苦情
番号 申立人 苦情内容 対応者 対応結果

１ その他

　介護老人福祉施設の近隣住民から電話
にて相談があった。
　毎日夜中に業者が出入りし、プラス
チックのケースを積み重ねるような大き
な音を立てている。以前も同じような相
談をしているが改善されない。毎日続き
睡眠不足で参っている。どうにかしても
らいたい。

保険者

　当該施設の管理者に架電した。
　苦情内容を伝え、夜間に業者の出入りや
音を出すなどあるか確認したところ、業者
に状況を確認し、改善を求めると回答され
た。

２ その他

　介護老人福祉施設の近隣にお住まいの方
から電話。毎日、深夜に荷物の搬入が行わ
れているが、とてもうるさくて目が覚めて
しまう。以前はそれほどでもなかったが、
数カ月前から車の扉の開け閉めや台車で搬
入する音が以前と比べて非常にうるさく
なっている。
　搬入場所をかえるなど、何とかしてもら
いたい。
　以前も同じような相談をしているが改善
されない。

保険者

　施設長に架電した。
・厨房に出入りする業者はあるが、時間は
正確には把握していない。
・普段、職員通用口も閉まっているが、厨
房職員から暗証番号を聞いており出入りし
ていた。施設としてその時間帯に出入りし
ているのは把握していなかったとのことで
あった。
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③関連する事業への不満
番号 申立人 苦情内容 対応者 対応結果

１ 家族

　利用当事者は身体機能が低下し、歩行
が困難である。今回、親族が病気にな
り、同居家族が帰省する必要が生じた。
利用当事者は一人で生活できる状況では
ないため、短期入所生活介護を利用した
いと地域包括支援センターに相談したと
ころ、「今は短期入所生活介護の担当者が
いないので説明できない」と断られた。
非常に冷たい対応だと感じた。
　居宅介護支援事業所に行き、介護支援
専門員から有料老人ホームの短期入所の
情報を得た。今後は上記の地域包括支援
センターには相談したくないとのこと。

保険者

　保険者に介護保険の申請に来所された際
に下記の話があった。
　加えて、短期入所生活介護についても、
介護保険事業者のガイドにより介護保険で
使える施設の情報を利用料金等を含め追加
情報を提供した。一般的な情報であるが家
族はそのような情報が必要だったとのこ
と。本日の申請では帰省時の短期入所の利
用に間に合わないことは納得されており、
有料老人ホームの短期入所を利用する予定
とのことだった。

２ その他

　数ヵ月前から事業所名が書かれた介護事
業所の車が歩道と道路を遮るように駐車し
ていて、通行する人が迷惑を受けている。
夕方に定期的に来ていて、もう何度も駐車
をしているのを目撃しているが、止めたと
ころを見ていないので、直接注意はできて
いない。本来なら警察に通報するところだ
が、近所の人たちは、介護の車だからと特
別扱いをして何も言わない方がいいと言
う。しかし、介護の車でもルールは守るべ
きなので、保険者から注意して改善して欲
しい。近くにコインパーキングもあるのだ
から、近隣住民の迷惑にならないやり方を
とるように保険者から指導して欲しい。

保険者

　当該事業所の管理者に通報内容等を伝え
た。調査をして連絡するとのこと。その
後、連絡があった。
　利用当事者は特定でき、送迎時の車の停
車場所を替えて対応することを利用当事者
とその家族に相談したとのこと。エレベー
ターのないマンションで、歩行も困難なた
め、ドアまでの送迎にかなり時間がかかる
利用者であり、家族とも話し合って停車場
所を決めたが、もう少し遠くなっても歩行
者の迷惑にならない所に停めるよう変更
し、送迎担当者に周知するとのこと。
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